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本研究は，函館西部地区に相応しい空間利用を決める合意形成の過程から，函館らしさを背景とする町

づくりの規範と，これに基づくデザインコードを明らかにするものである．特定の敷地を対象として，７

種類の組織に分かれた計14のグループが14個の建物模型を製作した．これらの建物模型から空間利用の特

性を把握し，周辺環境が空間利用意識に与える影響を考察した．次いで14個の建物模型に対して一般市民

によるアンケート調査を行い，支持率の高い建物模型の選定理由を把握した．その結果，建物がもたらす

利便性が評価されていることが分かった．こうした結果を踏まえ６名の学生による座談会を実施し，当該

敷地に相応しいと考えられる建物を１案選定するとともに，建物の高さ・大きさや，駐車場配置，窓の有

無，植栽等に関する一定の基準が示された． 
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1. はじめに 

 

函館には，幕末の開港とともに西洋の文化がいち早く

流入した．その結果，開港と共に栄えた西部地区（函館

山の麓）には，洋風建築そして函館独特の「和洋折衷様

式」の町家等が数多く建てられた．  

函館は明治大正期，北海道の玄関として急速に市街化

が進むと共に，度々大火に見舞われた．今日の函館西部

の市街地は，大火後の復興都市計画により形成されたも

のである１）．明治12 (1879) 年の復興時には「斜面に建つ

家屋はロシア・ウラジオストク港のスタイルにならうよ

うに」と決められた．函館の和洋折衷建築は，２階の外

観のみ洋風であり，内部と１階は和風であるという特徴

を有する．  

旧北海道庁函館支庁庁舎の北海道開拓の村への移築問

題に端を発した市民運動を契機として，昭和63(1988)年

４月，「函館市西部地区歴史的景観条例」が施行された．

その後，バブル経済を背景とした「高層マンション建設

問題」に対応して，建築物等の高さ制限の強化や高度地

区の指定を含む対応策がとられた．さらに，平成７

(1995)年４月には，対象地域を全市に拡大し「函館市都

市景観条例」が制定された．函館山の山麓一帯約120ha

が都市景観条例により「都市景観形成地域」に指定され

た．この中には，文化財保護法に基づく「伝統的建造物

群保存地区」が含まれている． 

函館市の景観形成の基本的方向を明らかにした「景観

形成基本計画」が平成７(1995)年11月に策定された．さ

らに「景観法」の施行を受け，平成20 (2008)年10月に

「函館市景観計画」が策定された．都市景観形成地域に

おいては，地域の特性を踏まえて３つのゾーンに区分し，

それぞれ景観形成の方針を定めている．また，積極的に

都市景観の形成を図る道路沿道を景観形成街路沿道区域

に指定している． 

 

 

2. 研究の目的と方法 

 

(1) 研究の目的 

函館西部地区は，洋風・和風ならびに和洋折衷様式の

様々な伝統的様式の建物が混在しながらも調和を保ち，

情緒あふれる独特な町並みを形成した．しかし，近年で

はこれらの建物の改変・改築や取り壊しが進み，町並み

景観が大きく変容しつつある． 

こうした町並み景観の変容は，高度経済成長に伴うラ

イフスタイルの変化や，利便性や収益性を重視する建築

活動が主な要因としてあげられる．一方，喪失されゆく
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伝統的な町並み景観を守ろうとする国民的な機運の高ま

りが「景観法」の制定に結実していると言える． 

明治大正期の函館には，和風建築を基調として洋風の

建物様式を融合した建築文化が存在した．現存するこれ

らの建築物は函館らしさの表象であり，函館市民のアイ

デンティティ形成に寄与していると考えられる．協調的

な町並みを形成する建築行為の背景には，地域で共有さ

れた価値観が存在した．規範とは，強制力に基づくもの

ではなく，共有された価値観に協調することで自己と地

域との同一性を認識させるものである．そして地域の共

通概念は，あるべき都市像を描き出すうえで重要な役割

を果たすと考えられる． 

本研究は，上述した仮説を前提として，西部地区の町

並みに協調するデザインコードと，その背景にあり暗黙

の了解となっている規範を見いだすことを目的とする． 

 

(2) デザインコードと規範の定義 

栗原２）は建築物単体の高さや配置，ファサードデザ

インなど形態に関することをデザインコードと述べてい

る．また植田３）は，形態ボキャブラリーを用いた建築

デザインの統一において，複数の建物が共有するいくつ

かの形態要素であり，特定の人々に一般的に認知される

と考えられる場合をデザインコードと呼んでいる．横井

ら４）も複数の建物が共有するいくつかの形態要素が特

定の人々に一般的に認知される場合，それらの形態要素

を「デザインコード」と呼ぶと述べている．さらに，近

年の街づくりにおいては，景観コントロールを行う際の

デザイン規制として使われることもあると述べている． 

デザインコードとは，佐合ら５）によると「総合的な

都市の景観形成のための最低限の規則」であり，「意匠

的な意味をもち，市民に分かりやすい身近なもので，

様々なデザインの概念をより具体的にしてある」と定義

されている． また佐藤ら６）が述べるように，デザイン

コードは一般的な建築と都市の開発計画行政手続上の開

発許可付帯手続として，開発者が遵守することを求める

ものである． 

一方，木方ら７）は「デザイン・コード」を建築のデ

ザイン的な規範と述べている．これに対し「マスター・

プラン」は将来計画の全体像であり，「デザイン・コー

ド」と「マスター・プラン」を並列的に提案することで

「マスター・プラン」を改変する姿勢を示すものであり，

「デザイン・コード」によるデザインのコントロールを

目指すと同時に，計画の考え方を開示するものと述べて

いる．また畑山ら８）は，「一定地域のまちなみ景観を

構成する家並み，民家の形態，屋外広告物，土地利用，

自然環境といった要素に見出せる共通のデザイン作法を

意味する」と述べている． 

北澤９）は景観構成要素の形体や構造に共通性を有し

ていることは，社会が受容している法則性または拘束性

により形成され，継承されてきたものと述べている．さ

らに生活や生産活動における仕組みとして，個々の景観

構成要素が相互に関連しているものは，生活や生産活動

の中で形成された仕組みであり，デザインコードの成り

立ちとして捉えられると述べている． 

後藤ら10）は，自主規範という場合は「憲章，協定」

を示すとし，自主規範づくりだけではまちづくりは進展

しないと述べている．さらにプロジェクトと自主規範作

りを同時に進める関連づけを行うことで，自主規範が理

解され合意形成に向けた推進力となると述べている．堀

尾ら11）は，協定の意義が理解されていないため，協定

がまちづくりに与える影響を商店主が感じていないこと

を課題としてあげている．そのため協定の意義を憲章で

明文化して理解することで，行動計画の立案・具体化が

可能となり，協定策定の取り組み意識向上につながると

述べている． 

本研究では空間利用の形態を，建物の高さ・幅や奥行

きなどのプロポーション，壁面の位置や屋根の形状，外

壁の色彩や窓の数量・配置など意匠に関することのほか，

敷地内における建物等の配置により捉える．空間利用の

共通性・統一性は，建物等を規制する制約条件に基づく

結果である．その背景にはまちづくりを行うために合意

され継承されてきた法則性や拘束性が存在すると考えら

れる．まちづくりの背景に存在する共通理念が規範であ

り，この規範が明文化されたものがデザインコードであ

ると定義する． 

 

(3) 研究の方法 

西部地区に実在する特定の敷地を対象として，空間利

用を提案する建物模型を複数案製作させる．これらの建

物模型から建て方の特性を把握し，周辺環境が空間利用

に与える影響を考察する．次いでこれらの建物模型に対

する人気投票を行い，支持率の高い建物模型の選定理由

を整理する．これより西部地区に望ましいと考えられて

いる空間利用のあり方を考察する．さらに投票結果を踏

まえ複数名による座談会を開催し，当該敷地に相応しい

と考えられる建物を選定する．その結果を踏まえ，西部

地区に相応しい空間利用のデザインコードと，その背景

に存在する規範を明らかにする． 

 

 

3. ロールプレイングによる町並みデザインワー

クショップ 

 

(1) 町並みデザインワークショップの実施 

函館工業高等専門学校（以下，本校）の授業（「景観

工学」第５学年選択科目）において，平成22年度・23年
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度（何れも前期）にわたり町並みデザインワークショッ

プを実施した．両年度とも受講生を１グループ３～４名

で構成する７つのグループに分けた．この７つのグルー

プは表-1に示すような７種類の会社や団体に属すると仮

定した．さらにロールプレイングとするためグループ毎

に各人の役割を設定した．例えば，デベロッパーＢ社で

あれば，社長，部長，課長，さらに係長などである． 

函館市弥生町に位置する敷地面積約1,300㎡の未利用

地（図-1参照）を対象地と設定した．この敷地には近隣

に観光名所である旧函館区公会堂や元町公園が位置する．

都市景観形成地域に属するこの地域一帯の建物は，周辺

景観を考慮し雰囲気を損ねず，西部地区のまち並みに沿

う建物であることが望まれる．各グループ毎にロールプ

レイング形式で対象敷地における空間利用を検討させ，

その結果を模型で表現させた． 

 

a) ファシリテーショングラフィックの作成 

空間利用のあり方を検討するため，模型製作に先立ち

ファシリテーショングラフィック12）を作成させた．ま

ず始めに「まちづくりメンバーカルテ」12）を用いて各

自のプロフィールを設定させた．次いで，「目標イメー

ジカード」12）と「生活シーンカード」12）を用いて，空

間利用の目標像や具体的な空間利用のあり方を検討させ

た．敷地条件や周辺環境は現地写真で確認させた． 

 

b) 町並み模型の製作 

既往研究が提案している町づくりの教育ツール13）を

参考に，対象敷地において法規制（建ぺい率，容積率，

斜線制限）の下に建物模型を製作させた． 

1/110スケールで敷地台紙を用意した．さらに３cm角

の発砲スチロール立方体を用意した．３cm角の立方体

は1/110スケールでは2.7ｍ角となる．2.7ｍは一般的な建

物の階高に相当する．また，2.7ｍ四方の広さは１人用

個室（四畳半）に相当する．対象敷地の場合，第１種住

居地域，建ぺい率制限60％・780㎡により立方体の個数

は106個以下，容積率制限200％・2,600㎡により立方体の

個数は356個以下となる．都市景観形成地域の住宅地景

観ゾーンであり，高さ制限13ｍ以内（４階建て以下）で

ある．こうしたことを説明したうえで模型製作を行わせ

た．また，道路斜線定規（高さ：前面道路幅員＋後退距

離＝1.25：1）を用意して，前面道路反対側からの道路

斜線制限を確認させた． 

模型製作においては，着色された砂や樹脂製の樹木模

型などジオラマ用材料を準備した．また，プリンターで

印刷した「建て替えパーツ」12）や色紙を用意した． 

 

 

元町公園
旧函館区公会堂

旧イギリス領事館
函館市弥生町一丁目

敷地面積1300㎡

元町公園
旧函館区公会堂

旧イギリス領事館
函館市弥生町一丁目

敷地面積1300㎡

 

図-1 対象敷地位置図 

 

表-1 ７種類の会社・団体の条件設定 

組織区分 組織概要

ディベロッパーＡ社

東京本社．分譲マンション大手．函館市の観光名所にリ
ゾート系マンションを建設し，関東方面で分譲を予定．

 ディベロッパーＢ社

札幌本社．中堅マンションメーカー．函館市内に数件の物
件を保有し，販売実績がある．ワンルームマンションの販売
実績が多い．

レジャー産業会社

札幌本社．五稜郭前のアミューズメント施設，赤レンガ倉
庫街の飲食店・物販店などを多角的に経営．元町周辺にお
いて観光客向けのレジャー施設を構想．

地元住民Ａ

　当該敷地南側の函館市船見町２丁目住民グループ．北側
に高層建築物が建設されることで，居住環境が悪化すること
を懸念．

地元住民Ｂ

函館市元町10丁目住民グループ．観光客向けの飲食店・
土産店等を経営．元町の景観資源を損なうような建築物が
建設されることで観光客が減少することを懸念．

街並み保存会

函館西部地区，特に伝統的建造物群の保存に関心を持
つ学識経験者など地区外住民らによるグループ．

函館市役所

建築基準法，都市計画法に基づき建築指導する部署なら
びに函館西部地区の景観形成に関する部署の職員．

 

 

(2) 町並み模型の製作結果 

町並み模型の製作結果を図-2(次頁)に示す．建物用途

は各々の会社・団体の性格，役割から判断してほぼ順当

なものと言える．以下，建物データ等を詳細に分析して

デザインコードの抽出を試みる． 

 

a) 目標イメージ・生活イメージ 

14グループが作成したファシリテーショングラフィッ

クより，目標イメージと生活イメージをまとめる．描か

れた目標イメージは，「人と人とのふれあい」が８件と

最も多く，次いで「楽しめる」５件，「高齢者や子ども

にやさしい」４件であった．生活イメージは，「屋外テ

ラスでお茶を飲む」５件，「喫茶店でおしゃべりをす

る」５件，次いで「観光で人が訪れる」３件，「車イス

で出かける」３件であった．（図-3・図-4参照(次頁)） 
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図-3 目標イメージの設定状況 
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図-4 生活イメージの設定状況 
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図-5 施設配置パターンの状況 

図-2 町並み模型の製作結果 
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函館市役所

レジャー産業会社

ディベロッパーＢ社

地元住民Ｂ

函館市役所

①① ②② ③③ ④④

⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧

⑨⑨ ⑩⑩ ⑪⑪ ⑫⑫

ディベロッパーＡ社

地元住民Ａ

街並み保存会

ディベロッパーＡ社

地元住民Ａ

街並み保存会

⑬⑬ ⑭⑭

レジャー産業会社

ディベロッパーＢ社

地元住民Ｂ

函館市役所

レジャー産業会社

ディベロッパーＢ社

地元住民Ｂ

函館市役所 ① 飲食店・物販店 ［３階] ⑧ 高齢者利用施設 ［３階］

② ショッピングモール ［４階］ ⑨ 飲食店・土産屋 ［２階］

③ マンション ［４階］ ⑩ 飲食店 ［２階］

④ リゾートマンション ［４階］ ⑪ イベントホール ［３階］

⑤ マンション ［４階］ ⑫ 郷土資料館 ［２階］

⑥ マンション ［３階］ ⑬ マンション ［３階］

⑦ 憩いの場 ［３階］ ⑭ 集会所 ［２階］
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b) 施設配置パターン 

製作された14基の模型より，建物，駐車場，植栽帯等

の配置パターンを整理した（図-5参照(前頁)）．建物を

敷地奥の西側に配置し，前面道路に面する東側に空地を

確保した模型が12基であった．他１基は敷地ほぼ中央に

建物を配置し，東側に駐車場を西側に植栽帯（庭園）を

配置した．残る１基は東側に建物を配置し，西側に空地

を確保した．  

西側配置の場合，西側隣地境界線に接して配置するも

のが５基あり，隣地境界線からの距離は最大でも３ｍ程

度（模型③・模型⑪）であった．また，南側隣地境界線

からの距離を北側よりも大きくとったもの（約５ｍ）が

２基（模型⑧・模型⑬），逆に北側を大きくとったもの

（約５ｍ）が１基（模型⑤）であった．９基は南側およ

び北側隣地境界線からの距離を大きくとらない（約２

ｍ），もしくは敷地のほぼ南北中央に配置した． 

前面道路に面した東側空地に駐車場を配置したものは

11基であった．東側に建物を配置した１基は，地階を駐

車場とし，前面道路に面して地下駐車場への入口を設置

した．他２基は駐車場を配置しなかった．また，中高木

を含む植栽帯を明示したものは５基（内１基は西側庭

園）であった．その他，屋上緑化を明示したものが６基

であった． 

 

c) 建物形状・規模ならびに意匠 

建物階層が４階建てが４基，３階建が６基，２階建て

が４基であった．１階から最上階まで壁面位置が一定の

フルタイプが４基，１階よりも上層階の東側壁面がセッ

トバック（後退）しているものが３基，北側壁面のセッ

トバックが１基，西側壁面のセットバックが１基，東

側・北側壁面のセットバックが３基であった． 

建築面積260㎡以下（建ぺい率20％以下）が４基，260

㎡～390㎡（建ぺい率20％～30％）が４基，390㎡～520

㎡（建ぺい率30％～40％）が６基であった．そして延床

面積1,040㎡以下（容積率80％以下）が９基，1,040㎡～

1,560㎡（容積率80％～120％）が４基，1,560㎡～1,820㎡

（容積率120％～140％）が１基であった． 

「建て替えパーツ」12）を用いて窓を明示したものは

10基であった．西側壁面に窓を有するのは５基，東側

（前面道路側）が７基，北側が８基，南側が５基であっ

た．さらに窓の数を見ると，北側が135面と最多であり，

次いで南側が73面，東側が70面であった．  

色紙等を用いて建物壁面の意匠を表現したものは10基

であった．レンガ調・茶系外壁が２基，木目調が２基，

アイボリー・クリーム系が４基，黄色・肌色系が２基で

あった．模型①は１階がレンガ調，２・３階がアイボリ

ー系，模型⑨は１階がアイボリー系，２階が水色であっ

た．  

 (3) 町並みデザインコードに対する考察 

目標イメージでは「人と人とのふれあい」が重視さ

れ，「屋外テラスでお茶を飲む」「喫茶店でおしゃべり

をする」生活がイメージされている．これらのイメージ

からは住民同士の日常的で豊かな触れ合いが連想される

と共に，住民と観光客との触れ合いや観光客がゆったり

と時間を過ごす様子もイメージされる． 

建物階層は最高４階であったが，利潤追求型の企業

であっても容積率限度まで床面積が確保されなかった． 

各グループは，高容積で高密度な空間利用は，上記の生

活イメージに則さないと判断したと考えられる． 

前面道路（東側）に駐車場や植栽帯として空地を確

保することは13基において共通している．駐車場は12基

で確保されており，マンションでは１戸に１台を確保す

るなど自動車利用への現代的ニーズが配慮されている． 

建物外壁をレンガ調としたものは観光名所の赤レン

ガ倉庫街を意識したと考えられる．また，模型①と模型

⑨は，和洋折衷様式を意識したものと考えられる．また，

北側壁面の窓数が最多であったのは，函館湾の眺望を意

識したものと考えられる． 

14基の町並み模型には，ほぼ会社・団体の特性に応じ

て建物用途が設定され，求められる機能や利便性が空間

利用に現れている．しかし，明確な統一的デザインコー

ドは見いだせなかった． 

 

 

4. 一般市民を対象としたアンケート調査 

 

(1)  アンケート調査の実施 

本校学校祭の２日間（平成24年10月20～21日），来校

した市民に町並み模型についてアンケート調査を実施し

た．実施したアンケート調査の項目は全３項目である．

問１で14基の中から好きな模型を選択させ，問２で選定

理由を《形状》《色合い》《土地の使用法》《利便性》

《雰囲気》の項目から複数回答で選択させた．問３では

対象敷地周辺の写真を参考に，町並みに合う建物の要素

を《建物の高さと大きさ》《色の明暗と寒暖》《窓や植

木，駐車場の数》に分け任意に回答させた． 

 

 (2)  アンケート調査の結果 

アンケートの結果330票の有効回答を得た．問１の結

果を図-6(次頁)に示す．１位は55票で②のショッピング

モール，２位は39票で⑫の郷土資料館，３位は33票で⑥

のマンションとなった．問２の結果を表-2(次頁)に示す．

模型②の選定理由は35票（63.6％）の利便性が最多であ

った．模型⑫の選定理由は25票（64.1％）の調和（雰囲

気）が最多であった．模型⑥の選定理由は12票

（36.4％）の形状が最多であった． 



 

 6 

55

39

33

27 26 26
23 22 22

18
15

12
8

4

0

10

20

30

40

50

60

② ⑫ ⑥ ⑪ ① ⑦ ⑧ ③ ⑩ ⑨ ④ ⑭ ⑬ ⑤
 

図-6 市民が選択した模型の順位と票数 

 

表-2 市民が模型を選択した理由の票数 

票数 （％） 票数 （％） 票数 （％） 票数 （％） 票数 （％） 票数 （％）
① 8 (30.8) 2 (7.7) 5 (19.2) 7 (26.9) 5 (19.2) 0

② 10 (18.2) 5 (9.1) 5 (9.1) 35 (63.6) 5 (9.1) 3 (5.5)

③ 9 (40.9) 2 (9.1) 2 (9.1) 5 (22.7) 3 (13.6) 3 (13.6)
④ 3 (20.0) 6 (40.0) 3 (20.0) 5 (33.3) 5 (33.3) 2 (13.3)
⑤ 0 2 (50.0) 0 1 (25.0) 2 (50.0) 0

⑥ 12 (36.4) 5 (15.2) 10 (30.3) 3 (9.1) 6 (18.2) 4 (12.1)

⑦ 3 (11.5) 2 (7.7) 10 (38.5) 4 (15.4) 10 (38.5) 2 (7.7)
⑧ 0 0 6 (26.1) 11 (47.8) 5 (21.7) 6 (26.1)
⑨ 2 (11.1) 2 (11.1) 2 (11.1) 2 (11.1) 8 (44.4) 7 (38.9)
⑩ 2 (9.1) 1 (4.5) 10 (45.5) 4 (18.2) 8 (36.4) 2 (9.1)
⑪ 10 (37.0) 3 (11.1) 4 (14.8) 6 (22.2) 16 (59.3) 0

⑫ 6 (15.4) 1 (2.6) 7 (17.9) 6 (15.4) 25 (64.1) 6 (15.4)

⑬ 2 (25.0) 0 1 (12.5) 1 (12.5) 4 (50.0) 1 (12.5)
⑭ 5 (41.7) 5 (41.7) 2 (16.7) 1 (8.3) 3 (25.0) 0
計 72 36 67 91 105 36

形状 色合い 使用法 利便性 雰囲気 その他

 

 

問３の結果を図-7に示す．アンケート回答者が対象敷

地に相応しいと考える空間利用の平均像をまとめると，

《低く大きい建物》《明るく暖かい色合い》《窓・植

木・駐車場は多く》という結果が得られた． 

 

(3) 集計結果に対する考察 

１位の模型②の選定理由は“利便性”に対する票の多

さが突出している．これは西部地区の商業施設の少なさ

から市民がショッピングモールに魅力を感じたためだと

推測される．２位の模型⑫は“雰囲気”に対する票が多

い．これは，西部地区の歴史ある街並みに郷土資料館と

いう建築物が適切だと判断したと考えられる．３位の模

型⑥は“形状”に対する票が多いことから，コの字型の

独特な建物の形が評価されたと考えられる． 

上位３位までの模型を選択した回答者の群において，

問３に対する回答に有意な差があるかを，正確確立検定

により検証した．Ｐ値の算出結果を表-3に示す．模型②

と模型⑥においては，建物に関する項目において有意な

差がある．模型⑥を選択した回答者の群は模型②を選択

した回答者の群よりも，低く小さい建物を好むといえる．

模型⑥の床面積は模型②の半分である．また，模型②と

模型⑫においては，樹木の項目において有意な差がある．

模型⑫を選択した回答者の群は模型②を選択した回答者

の群よりも，樹木が多いことを好むといえる．模型⑫に

は西側に庭園が配置されている． 
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図-7 町並みに合う建物の要素への回答 

 

表-3 上位３模型を選択した群に対する検定結果 

建物 色彩 窓 樹木 駐車場

模型②： ｐ=.0239154ｐ=.392848 ｐ=.12912 ｐ=.775388 ｐ=.158329

模型⑥ <.05 >.05 >.05 >.05 >.05

模型②： ｐ=.346753 ｐ=.756532 ｐ=.099109 ｐ=.010619 ｐ=.200259

模型⑫ >.05 >.05 >.05 <.05 >.05

模型⑥： ｐ=.194695 ｐ=.184385 ｐ=１ ｐ=.0747963 ｐ=１

模型⑫ >.05 >.05 >.05 >.05 >.05  

 

市民アンケートの結果からは，対象敷地には明るく暖

かい色合いの低く大きい建物で，窓・植木・駐車場が多

いものが相応しいと考えられていることが分かった．し

かし，選定された上位の３模型のうち，上記の条件全て

に一致するものはなかった．また，西部地区の雰囲気に

一致することから選ばれたのは模型⑫のみであった．製

作された模型14基の中には，西部地区に相応しい空間利

用を表現したものは見当たらないと言える． 

 

 

5.  座談会による最適案の選定 

 

(1) 座談会の実施方法 

座談会には本校専攻科生６名を参加させ，その内容を

ビデオカメラで記録した．最初に，市民と同様にアンケ

ート調査票に回答させ，その後，市民に実施したアンケ

ート調査の結果を提示した．その後，事前に準備した質

問に順次回答させる形式で座談会を進めた． 

 

(2)  座談会における質問内容 

最初に模型の選定理由について問い，市民票で上位の

建物を選択しなかった人に何故選択しなかったのか理由

を聞いた．その後，全体討議に移り，アンケート調査の

問３の結果について意見を求めた．すべての意見交換終

了時に当初意見からの変更があった場合は示させたうえ，

この土地に相応しい空地利用のあり方を述べさせた． 

 

 (3)  座談会参加者の意見概要 

質問に対して１人ずつ順に意見を述べさせた．意見の
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概略を表-4に示す．当初意見から郷土資料館（模型⑫）

を押す参加者Aと参加者B，市民が利用する施設（模型

⑭）を提案する参加者C，飲食店・物販店（模型⑨）を

押す参加者D・E・Fの３案に分かれた．市民アンケート

で１位であった模型②並びに３位の模型⑥をあげる参加

者はいなかった． 

建物の高さについては，全体としては高くないほうが

良いということでまとまった．建物の規模は，大きく低

層の建物であるべきという案と大きさに必要性はないと

いう意見に分かれた．外壁など色彩の面に関しては明る

い色と暖かい色，レンガなどがあげられた．適切な窓の

数は建物用途により異なり，植栽は用い過ぎないという

ことで意見が一致した．駐車場に関しては市民向けの駐

車場のみ必要とする意見と，観光バス用の駐車場も必要

とする意見に分かれた． 

その後，全体討議を行った．主な意見の流れを図-7に

示す．郷土資料館は必要ないのではという参加者Ｅの質

問に，参加者Ａは既存の施設だけではなく函館の歴史を

まとめた施設が必要だと回答した．次いで参加者Ａがバ

ス駐車場に面する窓からの景観に関して質問し，参加者

Ｆが駐車場の配置を工夫すれば問題ないと回答した．ま

た，物販店は必要かという参加者Ａの問いには，参加者

Ｄが品揃え豊富な土産物専門店を作るべきだと述べた． 

全体討議における意見交換は，参加者Ａを中心に展開さ

れた．全体討議においては参加者Ａがリーダー役となり，

最終的な意見がまとめられた． 

最後に参加者の理想の空間利用と函館らしさについて

述べさせた結果を表-5に示す．参加者Ｃは当初意見のと

おり市民向けの施設が必要と述べた．参加者Ｄは建物用

途について明確な意見は表明しなかった．全体的には１

階資料館・２階飲食店とすることで意見がまとまった． 

 

(4)  座談会での意見に対する考察 

市民アンケートで上位であった模型②と模型⑥が座談

会で選ばれなかった理由は，Ｃを除く参加者全員が観光

客向けの施設が相応しいと考えたためである． 

各項目について考察すると，建物の高さについては，

高層の建物を建てると圧迫感を与え周辺景観に相応しく

ないということから低さが求められた．建物の大きさに

関する議論では，駐車場の必要性に論点が移り，敷地を

有効利用するという観点からも，駐車場は必要最低限に

すべきと主張する意見があった．このことからこの地域

の建物において重視すべき点は“建物の高さ”だという

ことが導き出される．参加者の意見に若干の差異はあっ

たが２階または３階建てが適切だと言える． 

次に色彩に関してはあまり重視されず，周辺の景観に

合わせた色であれば問題ないとの結論に至った．例とし

てあげられたレンガも函館らしいイメージが強く，周辺

景観や雰囲気とも適合していると言える． 

窓については，郷土資料館や物販店は照明で十分だが，

飲食店は外から中の様子をうかがえたほうが良いと，建

物の用途別に意見が分かれた．窓の数や有無は建物の外

観・開放感や室内の雰囲気を大きく左右すると言える． 

 

表-4 座談会における参加者の当初意見 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 備　考

土地的の使い方，性質と景観を考える
観光客をターゲット
公園があるから緑のスペースはいらない
駐車場は大きくないもの
歴史を売りにしたアトラクション，場所がいい
土地の使い方がうまい
デザインはどうでもいい
歴史を感じさせる外観
市民が利用する施設
観光地に人が常時住む施設は不適切
集会所の形状としてはいい
色は明るい色，肌色の感じがいい

西部地区の飲食店は入りにくい
土産屋は量も種類もないから
目立つ建物はいい
木じゃなく芝で目立ち，それを生かせる建物
観光客が来そうだから土産屋
形状は面白い
観光客メイン
観光客が休憩+食事するところがいい
駐車場は必要
屋上から景色が眺められる
近くに土産屋がないから必要
こじんまりした感じがいい

× ×A △ × × × × △ △ ○ × ×

B × ○×

C × × × × ○×

D ◎ ○ ○

E ◎ × × × × ×× ○

F ○ ○ ◎ ○

 

 

 

図-7 全体討議における意見交換 

 

表-5 理想の空間利用と函館らしさ 

レンガと芝生がいい

物販店なら窓は少なめ

黄色い間接照明で雰囲気を出す

1階資料館

２階飲食店

芝生程度の緑

大きすぎない建物

物販店は赤レンガ倉庫がある

郷土資料館 体験ブースを付け加える

壁の上の通りから見て目立つ建物

市民用施設 レンガや肌色の外壁

２階くらいで横に広い建物

日射が入って人が集まりやすい空間

２階飲食店 大きくなりすぎない程度の施設

ある程度西部地区に観光施設はある

集会所などは活用法次第

資料館と飲食や物販店の複合型がいい

1階資料館 体験型も最近の観光資源のひとつ

廃れたイメージの払拭

屋上駐車場をつける

1階資料館 市民と観光客両方のニーズに合う

2階飲食店 ⑪はデザイン性が悪い

土地に合った外観

A

B

C

D

E

F
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その一方で植栽については緑の乱用は望ましくないと

まとまった．理由としては近隣に元町公園があるからで

あった．最適な緑の規模は，芝生を敷いて多少の緑を設

け低木を植えるものであり，ある程度の閉鎖感を設ける

ことが望ましいとされた．高木に対しては圧迫感がある

とされ，花粉や落葉を理由に避けるべきという意見があ

った． 

そして，駐車場の規模については建物形態により変わ

るが，市民向けの小規模のもので良いとする意見と，観

光バス用の駐車場も必要とする意見に分かれた．観光バ

ス用の駐車場を不要とする意見は，近隣に観光バス専用

の駐車場があることから不要と述べた．観光バス用駐車

場を必要とする意見は，集客力の向上に役立つと述べた．

また，駐車場の配置が窓からの眺望を阻害するなどの意

見が出され，屋上に駐車場を設置することが望ましいと

合意に至った． 

窓・植栽・駐車場は利便性と景観面の両方を考慮し適

切なものである必要がある．よって，建物用途と利用者，

周辺景観との関係性などから的確に判断する必要がある

と言える． 

 

 

7.  結論 

 

座談会でまとまった意見は，１階が郷土資料館，２階

が飲食店という複合型施設である．1) 体験ブースを付加

することで観光資源としてのニーズ向上を目指す．2) 外

壁は温かみのある色調でレンガなどを使用し，飲食店は

窓を多く設け，明るい雰囲気を演出する．3) 芝生と低木

で駐車場回りを緑化し，屋上駐車場を設置して観光客も

市民も入りやすい空間を目指すなどの意見が出された．

郷土資料館は市民アンケートにおいても２位に選定され

ていることから，市民のニーズとも概ね合致する結果と

なったと言える． 

こうした過程から，西部地区における空間利用の規範

は“周辺景観に考慮し，町並みの雰囲気を損なわないも

の”であると導かれる．そして，こうした規範から，①

低い建物であること，②外壁は温かみのある色調でレン

ガなどを用いること，③飲食店は窓を多く設け明るい雰

囲気を演出すること，④緑化の際は芝生や低木で駐車場

周り程度に収めることといったデザインコードが導き出

されたと考えられる． 

本研究により，西部地区における空間利用の規範が明

確になったとは言い難い．しかしながら，今回の様なプ

ロセスを経ることにより，特定の敷地に対する空間利用

の合意を形成することが可能であることが明らかになっ

た．上述したデザインコードは，函館市が策定した景観

形成の方針と必ずしも一致しない箇所があるかもしれな

い．デザインコードに関わる議論においては，「どのよ

うなデザインコードを用いたらよいか」という問題とと

もに，「誰がデザインコードを決めたらよいか」という

事が議論されてきた14）．しかし，市民ニーズを背景と

した合意形成の結果には一定の説得性があり尊重される

べきものと考える．なお，こうした個別のデザインコー

ドが同一地域に複数乱立することは決して望ましいこと

ではない．古川ら15）が述べる空間ボキャブラリーとし

て，機能的性格による街区レベルのデザインガイドライ

ンが形成される必要がある． 
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This study clarifies norms and a design code of the town planning appropriate for the Hakodate 

Western District. 14 groups divided into seven kinds of organizations produced 14 building models. We 

grasped characteristics from these building models, and we considered the influence that neighborhood 

environment gave the space use. Then We did the questionary survey to citizens and grasped the choice 

reason of the building model which was high in an approval rating. As a result, We recognized the 

convenience that a building led to being evaluated. We carried out the discussion by six students. In a 

discussion, the most suitable building was chosen. Furthermore, standard about height, the size of the 

building and parking lot placement, having window or not, the planting were shown. 


